
幹事 副班長
Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック

班　　長 長者町副会長 西町南副会長 西桜町副会長 神島町副会長

西町北副会長 東桜町副会長 池之渕副会長 佐波町副会長

西堀端副会長 池之渕副会長 親和会副会長

本丸副会長 三之丸副会長 南本庄自治会副会長

・公的防災機関から発表される災害 丸之内副会長 協和会副会長

　情報などを地域住民に広報する。 各町内副会長は 本庄中副会長

・地域の被害状況等の情報を収集し 防災指導員を兼ねる
　本部に通報すると共に本部からの

　情報を地域に通達する。 ◎消防団分団長

・出火防止及び初期消火活動を行う。

・消防機関に協力する。

・消防職員ＯＢ，消防団ＯＢの協力。

◎町連会長 ◎体育会会長

・組織の招集と定められている ・協力者や負傷者の把握を行う。

　役割分担の統制を行う。 ・救出作業、応急処置を行う。

・各班の活動の統制を行う。 ・負傷者を医療機関や救護所などに

　搬送する。

・お年寄り、乳幼児、病人などの安全を 学区内病院
◎公民館長 　確保する。 学区内看護士

◎安全部会部会長

・避難場所、避難経路の安全確認及び

　危険箇所の表示を行う。

・避難誘導を行うと共に、避難場所に

★各町内会長は当該町内会の防災 　おける秩序の維持につとめる。

　組織の会長となり、その統制を行う。 ・避難場所の衛生を保つと共に避難者

　の福祉を担当する。

◎女性会会長
本丸・丸之内・西堀端・西北・
長者・本庄中
三之丸・東桜・西南・協和会・ ・必要に応じて炊き出しを行う。

池之渕北 ・食料及び救援物資の調達受け入れ

西桜・親和・池之渕南・ 　配給を行う。 ボランティア
南本庄自治会

Ｄ 神島・佐波
・各町内で危険箇所の安全点検実施をし、一般住民および

　避難行動要支援者の把握と名簿を作成し保管する。

・消火器などの防災資機材の点検。

・避難場所や避難経路の把握。

西学区自主 ・定期的に防災知識の普及や啓発活動を行う。

防災会議
１．本部会議
２．幹事会議 ・西学区自主防災協議会全体として訓練を定期的に

　（本部役員、各町内会長、幹事、 　行うほか、各町内会単位でも防災指導員を中心に

　　防災指導員） 　計画実施する。

３．総会 ・また個別の訓練項目についても定期的に実施する。

西　学　区　自　主　防　災　協　議　会　組　織　図 　2017年5月1日現在
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情報班 各町内副会長

災
　
害
　
時

消火班 消防団西分団

防火協会西支部

城北中Ｐ

西小Ｐ

会長 副会長 救出・救護班 体育会

子ども会育成

老人会Ａ

事務局長

避難誘導班 安全部会
災害対策本部

会長・副会長・事務局長・各班長
交通安全自治会

防災士・防災リーダー

西民生委員会

公衆衛生委員

ブロック構成町内会

Ａ 給食・給水班 女性会

Ｂ 老人会Ｂ

Ｃ

西学区内及び隣接の公的避難場所

地域内の安全点検
学区内 学区外

平
　
常
　
時

１．市役所本庁舎 １．城北中学校
２．市役所東側緑地 ２．樹徳小学校
３．福山城公園 ３．霞小学校

防災知識の普及・啓発
４．西小学校 ４．霞公民館

５．明王台小学校
６．福山市本庄コミュニティセンター ６．明王台公民館

防　災　訓　練
７．芦田川河川敷（風水害時除く）
８．近大附属福山中・高等学校

消防団分団長

防火協会支部長

城北中Ｐ西学区代表

西小ＰＴＡ会長

体育会会長

子ども会育成協議会会長

老人会会長

安全部会部会長

５．西公民館

交通安全自治会会長

民生児童委員西学区代表

西学区公衆衛生委員代表

女性会会長

老人会女性部長

９．福山市人権交流センター

 

〇Ａブロック代表 町内会長 

   

〇Ｂブロック代表 町内会長 

   

〇Ｃブロック代表 町内会長 

  

〇Ｄブロック代表 町内会長 

  

〇女性会会長 

  
〇西学区まちづくり推進委員会委員長 

  


